
は し が き

　企業の事業活動における知的財産の機能が今日ほど認識されるようになった時
代はなかったかもしれない。知的財産が重要な企業の経営資源であることは、先
進的な経営者や研究者によりかねて指摘されていたが、企業活動に関わるすべて
の人々により理解されていたわけではない。あたらたな技術革新の時代に入って、
知的財産の重要性は一層増してきている。
　筆者は、2007 年に「国際知的財産法」と題する本を出版したが、20 年近い前
のことであり、あらためて国際知的財産法の専門書を刊行することとした。すで
に、2025 年 8 月に『国際知的財産法講義』と題する本を出版した。引き続いて順次、
国際知的財産法に関する入門書『国際知的財産法入門』および体系書『国際知的
財産法』を刊行する予定である。
　もちろん、講義書を含めて、出版後数年経過すれば、第２版を出版する予定で
ある。
　なお、筆者の研究分野は、国際取引法、国際事業戦略関係法、グローバル企業法、
経営法学に続く国際知的財産法である。筆者が化学メーカーの法務部・外国部に
勤務した実務経験が役立っていることを実感している。
　本書は国際知的財産法の入門書である。８つの章から構成されている。
　第 1 章は「技術戦略」である。技術戦略と知的財産戦略および知的財産戦略と
ライセンス戦略について、それぞれの戦略間の関係を詳述しながら考察する。
　第 2 章は「ライセンスと知的財産関連法」である。国際ライセンスの形態、ア
メリカの統一コンピュータ情報取引法、トレード・シークレット法および知的財
産の貿易関連側面に関する協定について、紹介し、検討する。
　第３章は「ライセンス関係の基本的構造」である。ライセンス契約の交渉とラ
イセンス関係、ライセンス契約における定義、ライセンスの許諾、許諾の対価、
技術情報の提供と技術指導、ライセンス関係の解消、特許消尽および国際ライセ
ンス契約における紛争解決について、それぞれの基本的な考え方を考察する。
　第４章は「ライセンサーの義務」である。改良技術の提供、許諾技術の性能に
ついての保証、許諾特許権の強制、技術援助およびライセンシーの最恵待遇につ
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いて、検討する。
　第５章は「ライセンシーの義務」である。改良技術のグラントバック、秘密保
持義務、実施義務における最善努力義務、品質保持および当事者間の関係につい
て検討する。
　第６章は「ソフトウェア・ライセンス関係」である。ソフトウェア・ライセン
ス契約の類型、ソフトウェア・ライセンス契約の基本的構造、ライセンス当事者
の義務およびその他のソフトウェア・ライセンスの形態について、紹介し、検討
する。
　第７章は「ライセンスと競争法」である。ライセンスに対するアメリカ反トラ
スト法による規制、ライセンスに対する EU 競争法による規制およびライセンス
に対するわが国独占禁止法による規制について、紹介し、検討する。
　第８章は「ライセンス戦略のための法的ツール」である。改良技術の交換とサ
ブライセンス、クロスライセンスとパテントプール、ライセンスネットワークお
よびネットワーク・ジョイントベンチャーについて、考察する。
　本書『国際知的財産法入門』が、国際知的財産法に関心をもつ、企業の法務部門・
企画部門・知的財産部門・事業部門等の実務家、ビジネススクールや大学等の国
際知的財産法の研究者や法学部・経営学部・商学部等の学生、国際取引に携わる
弁護士・弁理士等の方々が国際知的財産法に関わる法律問題を理解する上でお役
に立つことを願っている。
　最後に本書の刊行に際して、大学教育出版の佐藤守社長には本書の意義を理解
していただき、大変お世話になった。心から感謝申し上げたい。

2026 年 3 月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井原　宏
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　　１　技術戦略と知的財産戦略　

（1）  経営戦略としての技術戦略
　企業の経営戦略において技術戦略が占める位置は、その業種によって異なるこ
とはいうまでもないが、製造業における重要度においては企業経営の核心といえ
るものである。企業に収益をもたらすものは、研究開発および生産の基盤となる
技術とその成果である製品の販売である。技術戦略と販売戦略は企業経営の両輪
であるが、企業によっては技術戦略志向あるいは販売戦略志向のいずれかに経営
の方向を定めることがある。
　しかし、現代における技術革新の猛烈な速さと多様性は、企業における技術戦
略の重要性をますます高めており、その販売戦略の役割も技術戦略に貢献すると
いう観点から認識される。しかも、企業の中で技術を発展させ、蓄積するには長
い期間を要するものであり、この意味において技術戦略は、企業経営の長期的観
点から策定される必要がある。
　技術戦略は、企業の研究開発から生産、さらには販売活動にまで関わるもので
あり、その概念そのものを明確に述べることは難しいが、次のような例示によっ
て理解することができる。研究開発のポリシーの設定と実行、研究開発の成果の
事業化、知的財産権のポリシーと管理、現在所有している技術の評価、既存技術
の改良の可能性と発展性、既存製品の改良と新製品の開発、新規技術の導入の可
能性、新規事業への進出、販売活動に伴う技術支援など、技術戦略は企業の事業
活動の命運をにぎっている。

第　章

技術経営とライセンス戦略
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　現代の技術革新時代における技術戦略は、情報技術の発展に伴い、製造業のみ
ならず、流通、金融、放送、通信、娯楽などの分野においても一段とその重要性
を増しており、すべての産業に共通する経営課題ということができる。
　ところで、企業の経営戦略は、機能別戦略と階層別事業戦略に大きく分けるこ
とができるが、たとえば、機能別戦略は、研究開発戦略、知的財産戦略、生産戦略、
物流戦略、販売戦略、財務戦略など機能的な観点から、一方で、階層別事業戦略は、
全社事業戦略、部門事業戦略、グループ事業戦略のような階層的な観点から区分
することが一般的に可能であり、実際のビジネスにおいては両者の戦略はそれぞ
れ相互作用の関係にあると考えられる。
　技術戦略は、このような研究開発、知的財産戦略、生産戦略の技術的側面、販
売戦略の技術的側面など、機能別戦略の技術的側面をすべて対象とする経営戦略
と位置づけることもできる。
　また、技術戦略とは、技術動向、ニーズ動向および競合動向を知り、自社の理
念や目標と強みを確認して、競争に勝ち、かつ利益を上げるために、技術的新事
業を設定し、それを実現させるための計画を立て、経営資源を割り当てることで
あるとも定義される。従来の経営戦略では、技術は存在する、あるいは外から与
えられる条件として取り扱われているのに対して、技術戦略の基本思想は、技術
を自らつくり出す、あるいは操作する、いわば「武器」として積極的に活用して
経営の戦略を構築することであるといえる。

（2）  技術戦略の策定
　技術戦略は、まず、経営理念および経営政策、経営戦略および事業戦略と統合
され、整合性を有しなければならない。それを前提として、技術戦略は、たとえば、
次のように策定される。
　第１に、技術戦略の基本は、中核技術の設定と技術目標の設定である。そのた
めには現在自社が有する主要な要素技術の評価が必要となり、要素技術の魅力度
や競争力を具体的に評価しなければならない。要素技術の評価により、自社が持
続的に技術的競争優位性を保持するための技術創出や発展を追求すべき技術領域
である中核技術の設定を行い、技術目標を樹立する必要がある。
　第２に、中核技術の研究開発計画である。中期的および長期的視野から、中核
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技術について具体的な研究開発計画を立てなければならない。そのためには、た
とえば、次のような観点からのアプローチが考えられる。
　いかなる企業にも経営資源の限界があり、対象技術の選択と集中が必要である。
まず、10 年、20 年先を見据えた先行研究と事業化のための事業化研究とに分けて、
研究開発テーマを絞り込まなければならないが、すでに市場にある技術や他社が
先行している技術は対象外にすべきである。
　また、市場ニーズに対応して研究・技術開発を進める必要がある。そのためには、
商品設計部門、製品開発部門、研究・技術開発部門間の連携を図らなければなら
ない。
　第３に、中核技術の設定により明らかになった不足技術分野や余剰技術分野に
おける対策である。技術の優位性が低く、技術力が足りないが、事業への影響度
の大きな技術分野では他社と積極的に提携することが必要となる。共同研究開発、
技術導入、ジョイントベンチャー、買収など多くの選択肢が考えられる。もっと
も、このような提携は、現代の技術革新の環境下においては、技術優位性が高く、
事業への影響度が大きい技術分野においても、強者がさらに強くなるために活用
されている。
　一方、技術優位性も低く、事業への影響度も低い技術の多くは余剰技術であり、
その販売を進めることは、遊休知的財産の有効活用となる。もっとも、このよう
な技術の販売が大きな価値を生み出すことはあまり期待できない。
　第４に、知的財産戦略と国際標準化戦略は、技術戦略において重要な位置を占
めている。
　知的財産戦略は、特許戦略とライセンス（license）戦略に分けられる。特許
戦略においては、特許取得により技術の囲い込み戦略を実行することになり、関
連特許の取得による競争者の参入阻止、周辺特許の取得による競争者の技術領域
の包囲とその事業展開の阻止などを図る。ライセンス戦略においては、どのよう
に技術移転によってライセンス収入を拡大し、どのような技術を導入するかとい
う、知的財産の活用および強化の戦略を展開する必要がある。
　国際的な技術の標準化にどのように対処するかという国際標準化戦略は、受身
の標準化ではなく、標準化の先取りを図り、国際標準化のための積極的な提携を
構築しなければならない。
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　第５に、上記のような技術戦略を実行するために、適切な人材を配置し（人事
戦略）、技術組織を整備する必要がある。
　第６に、上記の技術戦略に従って、具体的な研究開発、提携や知的財産などの
技術投資計画を立てなければならない。

（3）  グローバル技術戦略
　企業活動のグローバル化は、海外販売、海外生産、そして海外研究開発の順で
進展するが、グローバルに技術の開発・蓄積・活用を展開するグローバル技術戦
略もこれに応じてきわめて活発化している。グローバル技術戦略は、海外研究開
発拠点の設置による独自の研究開発と他社との提携戦略に大きく分けることがで
きる。
　海外の現地市場に適合する製品開発、国内技術者の不足と人件費高騰による海
外技術者の獲得の必要性、海外における技術情報の収集、海外の生産・販売拠点
からの要請などによって、海外に研究開発拠点を設ける必要が生じている。
　一方、海外の企業との提携は、契約による研究開発の委託・受託や共同研究開発、
ライセンスによる技術移転・導入、ジョイントベンチャーによる共同研究開発や
共同生産などの多彩な形態で展開されている。

（4）  技術戦略における知的財産戦略
　知的財産戦略は、知的財産の保護・権利化と知的財産権の実施・活用に大きく
分けることができる。
　前者は、たとえば、研究開発との連携、知的財産の保護および権利化のポリシー
策定、技術分野別の権利化取得支援、知的財産の出願・維持、社内知的財産の管
理などである。
　後者は、たとえば、事業戦略との連携、知的財産の実施・活用のポリシーの策定、
ライセンス活動、知的財産権実施料収支の管理、知的財産権紛争対策などである。

（a） 研究開発戦略と知的財産戦略
　研究開発段階において、研究開発の効率を向上させるために知的財産戦略とし
て、次のような検討のプロセスを経て知的財産の取得および保護を図らなければ
ならない。



5第１章　技術経営とライセンス戦略4

　まず、第１に、研究開発に関連する全世界の知的財産および技術の動向を調査
して、自社と競争者の知的財産および技術の動向を検討することにより、自社の
知的財産・技術の強みと弱みを認識しなければならない。弱い分野においては研
究開発投資を抑制し、強い分野においては研究開発を強化するなど、研究開発に
おける選択と集中を図ることができる。
　第２に、上記の知的財産・技術の動向の調査により、目指すべき製品市場のニー
ズを分析する必要がある。製品市場のニーズに基づき強化すべき研究開発分野を
あらたに設定し、重点的な研究開発投資を行うことができる。
　第３に、研究開発によって獲得した知的財産について、権利化すべきかどうか
を判断する必要がある。知的財産を権利化することにより、知的財産権は独占性
および排他性を有し、これを武器として、市場をコントロールすることが可能と
なる。
　ところで、知的財産の中でもっとも重要な特許の戦略は、研究開発戦略との関
係において価値の高い特許を取得するために、どのような視点が必要であろうか。
　第１に、防衛的出願ではなく、他社が欲しくなるような特許を取得することが
必要である。市場動向の数年先を見越して、市場のニーズに応じた製品に適合す
るような権利範囲を有する特許であることが望ましい。市場における第三者が使
用したいと思わないような特許は、ライセンスの対象とはならず、法的手段によ
る排除の必要性も生じることなく、第三者のビジネスに影響を及ぼすことはない
ので、価値が高い特許ということはできない。
　第２に、先行技術などにより容易に無効になる、あるいはその権利範囲が縮小
する可能性のない特許でなければならない。外見上は広い権利範囲であっても、
たとえば、ライセンス交渉において先行技術を提示されて無効になる可能性のあ
るような特許は、ビジネス上の価値を有しない。
　第３に、他社に対して権利行使可能な特許でなければならない。たとえば、権
利範囲を確定するクレームの記載が未熟である場合、権利範囲を確定することが
できない、あるいは回避される可能性が生じるので、価値の高い特許ということ
はできない。

（b） 知的財産戦略と事業化
　現代の技術革新の時代においては、製品サイクルは短縮化されており、その都
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度関連するすべての製品・技術についてあたらしいものを開発することはできな
い。企業は、研究・技術開発により取得した知的財産の活用を図ることが必要で
ある。
　まず、研究・技術開発の成果を製品に利用するのは 1 回きりだけではなく、何
回も活用することが必要であり、さらにその成果を他の分野においても活用しな
ければならない。
　そして、前述した知的財産・技術の動向の調査により得られた自社の知的財産・
技術の強み・弱みや製品市場のニーズを考慮しながら、どの知的財産をもとに製
品化し、どの知的財産をライセンスの対象とするのか、さらに地域ごとにいずれ
を事業戦略とするのかを決定しなければならない。
　前者は、特許権の場合、特許権が本来的に有する独占的排他権を行使すること
により、他社が市場に参入することを排除することができ、マーケットシェアを
独占し、マーケットによる経済的利益を追求する戦略である。後者は、ライセン
スにより、特許権を他社に開放して、ロイヤルティを取得する戦略であるが、競
争相手にも積極的にライセンスを許諾することにより、当該技術分野において
リーダーシップをとることをめざすものである。いずれの企業もどちらかに極端
に偏したポリシーをとることは一般的にはありえず、マーケットや技術分野の状
況に応じて柔軟にポリシーを策定することが必要である。
　とりわけ製品販売からライセンスへの移行のタイミングまたはライセンス活動
の展開が重要となる場合がある。製品の販売によりマーケットが大きくなり始め
ると、他社がマーケット参入の意欲をもち始める。この場合、他社は、ライセン
スの取得と自社による代替技術の開発を並行して検討するのが通常である。ライ
センスの目的は、ライセンスを許諾することにより自社技術の基盤上に他社の製
品を乗せることにあり、これによって他社の代替技術開発の動機を妨げることが
できる。ライセンス活動への転換が遅れ、他社の代替技術が完成する場合には、
熾烈な価格競争が生じることになる。このようにライセンス活動は、市場の状況
や他社の技術開発の動向を考慮して決定する戦略的な判断である。
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　　２　知的財産戦略とライセンス戦略　

（1）  知的財産戦略におけるライセンス戦略
　かつて知的財産は、収入を生み出す実際の潜在能力を有しない二次的な重要性
の資産にすぎないと考えられた時代があった。しかし、今や知的財産およびその
ライセンスは、巨大な収入源となってきており、企業経営の成功の可能性を測定
する重要な基準となっている。
　企業が、知的財産のライセンスを直接的および間接的な収入源としてあてにし
始めたのは事実である。企業の知的財産は、その中核のビジネスを無傷のままに
しながら、売却やライセンスの対象とすることができる、あるいは買収や分割の
結果受け取る対価の価値を大きく増加させることが可能である。
　企業の知的財産は、たとえば、侵害者に対する保護のように、マーケットシェ
アを保護することにより、そして幅広い特許の排除効果を通じてマーケットシェ
アを増大させることにより間接的な収入源としての機能を果たすことができる。
企業はまた、一定の分野における積極的な特許化およびライセンスが競争者に与
える影響から間接的に利益を得ることができる。さらに、活発な特許化とライセ
ンスは、従業員発明者に対して、彼らが当該企業により認識され評価されている
事実を示すことになり、そしてそれが貴重な人材をその企業にとどめることに役
立つということもできる。

（a）知的財産の価値の実現
　知的財産の価値は、知的財産を売却し、購入し、あるいは他企業と分かち合う
ことにより実現することが可能である。
　第１に、知的財産は、収入を生み出す目的などのために他企業へ売却または技
術移転（licensing-out）することができる。これが収入を生み出すためのもっと
も早い方法である。ライセンスの潜在的能力を引き出すために、特許を保有し、
技術移転を専門にする会社を設立する企業も数多く見受けられる。
　第２に、知的財産は、研究開発のコストを軽減する目的などのために他企業か
ら購入または技術導入（licensing-in）することができる。
　第３に、知的財産は、たとえば、それぞれのリスクの軽減を目的として他企業
と研究開発で手を結ぶためのベースとするために、他企業と分かち合うことがで
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きる。
（b）知的財産活用の方向
　企業の所有する知的財産の価値をどのような基準で評価し、知的財産をどのよ
うな方向に活用することが企業価値の向上に資することになるであろうか。
　第１に、知的財産は、競争者に対して市場参入のコストを上下することにより、
企業がその市場上の地位を保護することを可能にする。企業の中核技術と代替技
術を保護する特許のポートフォリオ（patent portfolio）は、競争者の参入を何年
もの間遅らせることができる、そして当該企業が顧客の期待に応え、技術革新の
成果を享受する道を開くことができる。
　第２に、知的財産は、企業がその知的財産に基づいてその市場上の地位を高め
ることを可能にする。たとえば、知的財産は、買収取引における企業の評価を高め、
必要な技術へのアクセスのための交渉における取引能力を強めることができる。
　第３に、企業は、知的財産戦略によって、ライセンス関係やパートナーシップ
関係を発展させ、あるいは当該業界における技術標準を確立することにより、そ
の市場上の地位を拡大することが可能である。

（c）技術移転と技術導入
　ライセンスとは、一般的にいって特許権などの知的財産権の実施権を許諾する
ことであるが、大きく他企業からの技術導入と他企業への技術移転に分けること
ができる。企業が自らの研究開発の成果を実施するには、特許権などの知的財産
権を取得して、まず、第一に自ら事業化することであり、さらに他企業へ技術移
転することが考えられる。事業化して製品を生産・販売するか、ライセンスによっ
て対価を得るか、あるいは製品の販売とライセンスの両者を並列させるかはそれ
ぞれの企業の経営戦略によることとなる。
　技術移転により、自社の市場での製品の販売に基づく事業収益は、技術移転に
基づくライセンシーによる市場での収益に相当する分だけ一般的に減少するもの
と考えられる。この意味において技術移転により失われることのある事業収益と
技術移転により得られるライセンス収益を比較することも技術移転の可否を評価
する１つの方法である。もっとも、販売ルートの確立していない市場または将来
進出する予定のない市場の場合は、このような収益の比較は考慮する必要がない。
　技術移転は、知的財産権の特性から、対象とする許諾技術の範囲を製造、使用、
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販売に区分し、実施期間や実施地域などを制限することが可能である。この特性
を活用して、製品販売により事業収益を上げる市場における優位性を損なわない
ように、許諾技術の範囲を限定した技術移転によって、製品販売による事業収益
と技術移転によるライセンス収益の双方による利益の最大化も可能である。
　また、製品のマーケティングの観点からは、当該製品の世界市場をすべて自己
のマーケティング力のみでカバーすることは通常困難であり、ライセンスを活用
する必要が生じてくる。他社へ活発にライセンスすることによって、当該技術市
場においてリーダーシップを確立する道が開け、さらに製品の販売活動に好影響
を及ぼすことができる。
　一方、新規技術の導入の方法としては、共同研究開発、ジョイントベンチャー、
買収などによって可能ではあるが、ライセンスがその一部に組み込まれているこ
とがしばしばであり、またそのような包括的な形態をとらなくても、ライセンス
という方式だけでもっとも簡便に新規技術を獲得することは可能である。
　いかなる企業も現代において激しく展開されているあらゆる技術革新に歩調を
合わせることは容易ではない。どの企業も技術の弱いところ・不得意なところを
もっており、自社のみで関連するすべての技術分野をカバーすることは不可能に
近い。自社技術を補完し、強化し、刺激を与えて活性化するためには、ライセン
ス方式によって技術の導入を図ることが必要である。しかし、技術は企業にとっ
てきわめて貴重な経営資源であり、欲するままに一方的に技術を導入しようとし
ても困難な場合が多くなっている。むしろ、相互に技術のライセンスを供与する
ことが前提として要求される。また、他社へ基本的な技術をライセンスして、改
良された技術を受け取ることによって、自社技術の発展と完成を図ることも考え
られる。いずれにしても他社へライセンスを許諾できる技術なくしては成り立ち
えない関係ということができる。
　技術の導入と技術の移転とは密接な相互関係にあるといわれる。技術の移転に
もっとも活発な企業ほど、技術の導入にもっとも熱心な企業というわけである。
技術的に発展すればするほどそのような企業は、規則正しく技術導入と技術移転
を行っており、優れた技術をもつ企業から技術を導入しつつ、一方で技術移転を
活発に展開することにより当該技術市場および製品市場においてリーダーシップ
を確立しようとする。現代の激しい技術革新に取り残されず、むしろそのリーダー
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シップをとることが、自らの研究開発の努力とともに経営戦略としての重要な技
術戦略といえる。そしてかかる技術戦略の柱はライセンスであり、ライセンス活
動は、技術戦略の 1 つとして他社とのライセンス関係をどのように構築するべき
かという課題をもつことになる。
　ところで、企業の技術移転の主たる動機としては、開発費用の回収、事業発展
の必要、特許係争回避の要請、ロイヤルティ収入確保、クロスライセンス（cross 
license）、ライセンス技術の普及、ライセンス対象技術を用いたプラント建設など
の順番で挙げられている。一方、技術導入の主たる動機として、研究開発リスク
の回避、特許係争回避、事業発展の必要、クロスライセンスなどの順番で挙げら
れている。

（2）  国際ライセンスの機能
　ライセンスとは、技術等の知的財産権の所有者であるライセンサー（licensor）
が、その知的財産権の利用を欲するライセンシー（licensee）に対し、対価と引き
換えにその実施を許諾するものであるが、ライセンサーからみれば技術移転であ
り、ライセンシーからみれば技術導入となる。もっとも、単純な技術売買の形が
ありうるが、これのみであれば技術戦略の観点からはあまり大きな意義を有しな
いことから、ライセンスは技術移転あるいは技術導入という包括的なものとして
とらえるべきと考えられる。
　国際ライセンスとは、国を越えたライセンサー・ライセンシー間の技術移転・
技術導入であり、技術革新のグローバルな展開に従いライセンスも必然的に国際
性を帯びてくることになり、純粋の国内企業間のライセンスに比してより複雑か
つ精緻な契約関係となるが、それだけに企業の事業戦略としてその有用性が高く
評価されるものである。
(a) ライセンサーにとっての国際技術移転　
　①� 研究開発費の回収と再投資
　�　投資した研究開発費は、商業化に成功した製品の販売によって回収するとい

う間接的な方法よりも技術移転という直接的な方法によって回収することが可
能である。技術移転の成功は、いわばその技術の商品としての価値を技術市場
において証明したことになる。ロイヤルティという実施料の収入は、技術収入
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料としてあらたな研究開発に充当できる原資となる。技術料の収支は、当該企
業の技術力を表しているといえるのであり、技術導入に対する技術移転の金額
的比率が継続的に大きい企業ほど研究開発に再投資できる固有の経営資源をも
つことが可能となる。

　② 海外市場進出への足がかり
　�　製品販売により海外市場へ進出しようとしても、国によっては高い関税障壁

や非関税障壁があり、いまだ販売・流通経路を開拓していないなどマーケティ
ング力を欠いている場合には、ライセンスによって橋頭堡を築くことが考えら
れる。外資規制の多い発展途上国においても技術導入には基本的に熱心であり、
円滑な技術移転を図ることができる。

　③ 海外製品市場の拡大
　�　海外市場において製品の販売ネットワークの確立に時間がかかり、その製品

の浸透が容易でない場合、当該製品の関わる技術のライセンスによって製品市
場の拡大を図ることができる。ライセンシーが許諾製品を生産・販売するが、
ライセンシーの数が増えればそれだけライセンサーにとっても製品市場の拡大
につながる。もっとも、ライセンサーは、自らの製品の販路が制約されること
にもなるので、国または地域によって製品販売かライセンスかの事業戦略の使
い分けが必要であり、グローバル市場における全体としての市場拡大を戦略的
に考慮しなければならない。

　④ 海外合弁事業のための基盤
　�　伝統的な海外合弁事業は、外資が現地のパートナーと合弁会社を設立し、合

弁会社にライセンスを許諾するという方式である。合弁事業形態は、外資規制
により外資が直接完全子会社を設立することができない場合にしばしばとられ
るものであり、また、ライセンサーが単にライセンスを許諾するだけでは海外
市場における事業戦略として不十分な場合に選択される有用な事業形態であ
る。ライセンサーによって許諾される技術がかかる合弁事業の基盤であり、ラ
イセンサーは、ライセンスを通じて合弁会社をコントロールすることが可能と
なる。

　⑤ 海外子会社への技術移転
　�　メーカーであるライセンサーは、グローバルな事業展開の一環として海外に
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生産拠点をもつことを望むものである。もっとも生産コストの安い生産拠点の
確保は、国際競争力の観点から要請される。ライセンサーは事業戦略として、
海外に現地法人を設立し、技術を移転して、その国の市場はもちろんのこと、
グローバル市場に向けて製品の供給基地を構築する。現地法人は、いわばライ
センサーの分工場のような役割を果たしているということができる。

　⑥ グローバルな技術戦略の手段
　�　ライセンサーは、技術移転のためのライセンスをベースとして、改良技術の

交換を通じた共同開発関係、改良技術のグラントバック（grant-back）とサブ
ライセンス（sublicense）によるライセンスネットワーク（license network）
関係およびクロスライセンス関係のような拡大したライセンス関係を構築する
ことが可能である。このような技術戦略としてのライセンスは、単なるライセ
ンス関係を超えたパートナーを海外に求める場合にはその有用性を発揮するも
のであり、グローバルな技術戦略の有効な手段として機能することが期待され
ている。

　⑦ 国際標準化のための手段
　�　多くの製品や技術にとって、標準化は商業的な成功のために重要であり、国

際技術移転は国際標準形成のための枢要な手段である。標準は、ネットワーク
外部性（network externalities）を示す市場においてとりわけ重要である。ネッ
トワーク外部性は、より多くの消費者が同じ製品や互換製品を採用するとき、
当該製品が消費者にとってより価値のあるものとなる場合に生ずる。

　�　ライセンサーは、標準を形成する技術移転から様々な方法で利益を得ること
ができる。製品または技術の標準化に成功すれば、市場は大いに拡大すること
になり、技術開発企業は、たとえ競争相手が存在する場合でも事業経営におい
て利益を上げ、そしてロイヤルティによる利益を得ることもできる。技術的な
変化と革新が生じている市場においては、技術開発企業は、あたらしい技術を
提供し、それにより大きなマーケットシェアを維持することによって創業者利
益を享受することができる。

　�　デファクトスタンダード（De Fact Standard）が大きく影響を及ぼすよう
な技術の場合には、早い段階から、たとえロイヤルティが比較的低いレートで
あっても、多数のライセンシーに積極的にライセンスすることにより市場での


